
個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの名称  低所得の子育て世帯 生活支援特別給付金 シ

ステム  

実施機関の名称  市長  

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる部課等の名称  

こども未来部こども政策課  

個人情報ファイルの利用目的  臨時給付金の支給及 び管理するため利用 す

る。  

個人情報ファイルの記録項目  1.受給者氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、

5.住民日、 6.宛名番号、 7.世帯番号、 8.事業

名、 9.台帳番号、 10.決定日、 11.決定区分、

12.年度、13.児童手当番号、14.児童扶養手当

番号、15.申請日、16.所得要件、17.給付区分、

18.算定児童宛名番号、19.算定児童氏名、20.

算定児童生年月日、 21.算定児童性別、 22.算

定児童住民日、23.課税台帳の有無、 24.市民

民税均等割額、25.年度、26.通知書番号、27.

支給額、28.支給済額、29.未払額、30.支給予

定日、 31.期別、 32.区分、 33.支給済額、 34.

支給日、 35.口座利用期間、 36.口座開始日、

37.口座終了日、38.銀行番号、39.銀行名、40.

支店番号、41.支店名、42.科目、43.口座番号、

44.口座名義人  

個人情報ファイルに記録される個

人の範囲  

土浦市に住所を有する者等で、当給付金支給

者及び支給算定児童  

個人情報ファイルに記録される個

人情報の収集方法  

1.当課内情報（児童手当、児童扶養手当）  

2.本人から提出された申請書  

3.実施機関内の他部署（市民課、課税課）  

4.行政機関（地方公共団体）  

要配慮個人情報の有無  □有   ☑無  

記録される個人情報を実施機関以

外の者に経常的に提供する場合に

は、その提供先  

なし  

開示請求等を受理する部課等の名

称及び所在地  

名称：こども未来部こども政策課  

所在地：〒 300-8686 土浦市大和町 9 番 1 号  



 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続の有無  

□有   ☑無  

 

個人情報ファイルの種別  ☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）  

□法第６０条第

２項第２号（手

作業処理ファイ

ル）  

利用目的及び記録される個

人の範囲が個人情報ファイ

ルの利用目的及び記録され

る個人の範囲の範囲内であ

る手作業処理ファイルの有

無   ☑有  □無  

備考   

該当法令及びその内容  


